
申し込み	 問い合わせ

窓 口
業務時間

本
庁
・
支
所
・
市
民
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー　
　
　
　

    

８
時
30
分
〜
17
時
15
分

K'BIX 

元
気
21
ま
え
ば
し
証
明
サ
ー
ビ
ス
コ
ー
ナ
ー    

10
時
〜
19
時

手
続
き
で
必
要
に
な
る
場
合
が
あ
り

ま
す
。
申
請
に
は
、
片
付
け
る
前
の

被
害
が
分
か
る
写
真
と
修
理
費
用
が

分
か
る
書
類
が
必
要
。
申
請
書
は
本

市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
で
き
ま
す
。
罹
災
証
明
書
が
取
得

で
き
る
期
間
は
発
災
日
か
ら
６
カ
月

以
内
。
な
お
、
住
家
に
係
る
罹
災
証

明
書
の
取
り
扱
い
は
災
害
の

発
生
ご
と
に
案
内
し
ま
す
。

〈
事
業
用
設
備
〉産
業
政
策
課（
☎

０
２
７
‐
８
９
８
‐
６
９
８
３
）〈
農

業
用
設
備
〉
農
政
課
（
☎
０
２
７
‐

８
９
８
‐
６
７
０
４
）〈
事
業
用
建

物
〉
資
産
税
課
（
☎
０
２
７
‐
８
９

８
‐
６
２
１
８
）、
各
支
所
・
市
民

サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
へ
直
接

司
法
書
士
に
直
接
相
談
で
き
ま
す

　

県
下
一
斉
司
法
書
士
無
料
法
律
相

談
会
を
開
催
し
ま
す
。

日
時
＝
８
月
22
日
㈯
10
時
～
16
時

会
場
＝
群
馬
司
法
書
士
会
別
館
（
本

町
一
丁
目
）

内
容
＝
登
記
・
相
続
、
多
重
債
務
、

成
年
後
見
、
悪
質
商
法
な
ど

８
月
20
日
㈭
ま
で
に
群
馬
司
法
書

士
会

☎
０
２
７
‐
２
２
６
‐
６
６
７
０
へ

紹
介
し
ま
し
ょ
う
。

相
談
先
＝
〈
保
健
予
防
課
〉
☎
０
２

７
‐
２
２
０
‐
５
７
８
７
〈
こ
こ
ろ

の
健
康
相
談
統
一
ダ
イ
ヤ
ル
〉
☎
０

５
７
０
‐
０
６
４
‐
５
５
６
〈
群
馬

い
の
ち
の
電
話
〉
☎
０
２
７
‐
２
２

１
‐
０
７
８
３

●
自
殺
予
防
ブ
ッ
ク
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン

　

市
立
図
書
館
の
城
南
・
芳
賀
分
館

に
特
設
コ
ー
ナ
ー
を
設
置
し
ま
す
。

期
日
＝
〈
城
南
分
館
〉
８
月
21
日
㈮

～
９
月
９
日
㈬
〈
芳
賀
分
館
〉
９
月

11
日
㈮
～
30
日
㈬

開
館
記
念
日
で
観
覧
無
料
に

　

９
月
５
日
㈯
は
前
橋
文
学
館
の
開

館
記
念
日
の
た
め
、
常
設
展
と
特
別

企
画
展
の
観
覧
料
が
無
料
に
な
り
ま
す
。

同
館

☎
０
２
７
‐
２
３
５
‐
８
０
１
１

被
災
し
た
資
産
に
罹
災
証
明
書

　

本
市
で
は
、
自
然
災
害
で
建
物
や

設
備
な
ど
に
被
害
が
あ
っ
た
場
合
、

こ
れ
を
証
明
す
る
罹
災
証
明
書
と
、

本
市
に
届
け
出
た
事
実
を
証
明
す
る

被
災
届
出
証
明
書
を
交
付
し
て
い
ま

す
。
こ
れ
ら
は
保
険
の
申
請
な
ど
の

出
＝
９
月
29
日
㈫
～
10
月
12
日
㈪
に

市
役
所
市
街
地
整
備
課
で

立
候
補
届
の
受
け
付
け
＝
10
月
20
日

㈫
～
29
日
㈭
に
同
課
で

●
選
挙
人
名
簿
の
登
録
手
続
き

　

選
挙
人
名
簿
を
確
定
す
る
た
め
、

対
象
者
は
書
類
を
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。〈
未
登
記
の
借
地
権
が
あ
る
人
〉

９
月
16
日
㈬
ま
で
に
借
地
権
の
申
告

〈
共
有
の
所
有
権
（
借
地
権
）
が
あ

る
人
〉
10
月
12
日
㈪
ま
で
に
代
表
者

選
任
通
知
〈
土
地
所
有
者
（
借
地
権

者
）
が
死
亡
し
て
い
る
土
地
の
相
続

人
〉
10
月
12
日
㈪
ま
で
に
相
続
の
届

け
出
と
相
続
人
代
表
選
任
通
知

同
課

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
６
９
６
９

建
築
物
防
災
週
間
で
見
直
し
て

　

８
月
30
日
㈰
か
ら
９
月
５
日
㈯
ま

で
は
全
国
一
斉
の
建
築
物
防
災
週
間

で
す
。
普
段
か
ら
建
築
物
の
メ
ン
テ

ナ
ン
ス
を
す
る
こ
と
は
、
事
故
防
止

や
建
築
物
の
寿
命
を
延
ば
す
こ
と
に

つ
な
が
り
ま

す
。所
有
者
・

管
理
者
は
建

築
物
を
常
に

適
法
な
状
態

に
維
持
す
る

よ
う
に
努
め

運
営
協
議
会
を
傍
聴
し
ま
せ
ん
か

　

青
少
年
支
援
セ
ン
タ
ー
運
営
協
議

会
の
傍
聴
が
で
き
ま
す
。

日
時
＝
９
月
17
日
㈭
15
時
～
16
時
45
分

会
場
＝
総
合
教
育
プ
ラ
ザ

対
象
＝
一
般
、
先
着
５
人

当
日
14
時
30
分
～
50
分
に
会
場
へ

直
接青

少
年
課

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
５
８
７
６

毒
物
劇
物
取
扱
者
を
目
指
す
試
験

　

毒
物
劇
物
取
扱
者
試
験
を
実
施
。

詳
し
く
は
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

日
時
＝
10
月
25
日
㈰
14
時
～
16
時

会
場
＝
県
民
健
康
科
学
大（
上
沖
町
）

費
用
＝
１
万
７
０
０
円

願
書
の
配
布
＝
市
保
健
所
内
保
健
総

務
課
で

８
月
31
日
㈪
～
９
月
４
日
㈮
に
郵

送
で
。願
書
に
記
入
し
、〒
３
７
１
‐

８
５
７
０
大
手
町
一
丁
目
１
‐
１
・

県
薬
務
課
（
☎
０
２
７
‐
２
２
６
‐

２
６
６
１
）
へ

区
画
整
理
審
議
会
委
員
の
改
選

　

新
前
橋
駅
前
第
三
土
地
区
画
整
理

審
議
会
委
員
の
任
期
満
了
に
伴
い
、

新
し
い
委
員
の
選
挙
を
行
い
ま
す
。

選
挙
期
日
＝
11
月
29
日
㈰

選
挙
さ
れ
る
委
員
＝
８
人

選
挙
人
名
簿
の
縦
覧
と
異
議
の
申
し

お
知
ら
せ

部
屋
利
用
調
整
会
議

　

中
央
公
民
館
の
10
月
～
12
月
の
部

屋
利
用
調
整
会
議
を
左
表
の
と
お
り

開
催
。
希
望
す
る
団
体
は
、
１
人
が

筆
記
用
具
を
持
参
し
、
該
当
日
時
に

会
場
へ
直
接
お
越
し
く
だ
さ
い
。
左

表
の
部
屋
以
外
は
部
屋
利
用
予
定
表

に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
９
月
７
日

㈪
ま
で
に
同
館
へ
。
調
整
会
議
終
了

後
の
予
約
は
同
館
で
９
月
18
日
㈮
か

ら
受
け
付
け
ま
す
。
詳
し
く
は
本
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

同
館

☎
０
２
７
‐
２
１
０
‐
２
１
９
９

子
ど
も
の
悩
み
相
談
乗
り
ま
す

　

８
月
28
日
㈮
か
ら
９
月
３
日
㈭
ま

で
は
、
子
ど
も
の
人
権
１
１
０
番
強

化
週
間
。
電
話
相
談
の
受
付
時
間
を

延
長
し
、
子
ど
も
の
人
権
や
悩
み
事

に
つ
い
て
の
相
談
に
乗
り
ま
す
。
秘

密
は
厳
守
し
ま
す
。

日
時
＝
８
月
28
日
㈮
～
９
月
３
日
㈭
、

８
時
30
分
～
19
時
（
土
日
曜
は
10
時

～
17
時
）

専
用
ダ
イ
ヤ
ル
＝
☎
０
１
２
０
‐
０

０
７
‐
１
１
０

前
橋
地
方
法
務
局

☎
０
２
７
‐
２
２
１
‐
４
４
６
６

９
月
は
自
殺
予
防
月
間
で
す

　

毎
年
、
多
く
の
人
が
自
ら
命
を
絶

っ
て
い
ま
す
。
自
殺
は
複
雑
な
要
因

か
ら
心
理
的
に
追
い
込
ま
れ
た
末
の

死
。
一
人
で
悩
み
を
抱
え
込
む
と
自

殺
す
る
し
か
な
い
と
思
い
込
ん
で
し

ま
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
悩
み
を
誰

か
に
話
す
こ
と
で
気
持
ち
が
軽
く
な

る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
抱
え
込
ま
ず
、

周
り
の
人
に
助
け
を
求
め
て
く
だ
さ
い
。

　

悩
ん
で
い
る
人
に
気
付
い
た
ら
、

ま
ず
は
声
を
掛
け
て
話
を
聞
き
、
必

要
と
感
じ
た
ら
専
門
の
相
談
機
関
を

ま
し
ょ
う
。

建
築
指
導
課

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
６
７
５
３

墓
地
管
理
料
の
納
付
は
８
月
中
に

　

市
営
墓
地
管
理
料
納
入
通
知
書
を

８
月
上
旬
に
発
送
。
８
月
31
日
㈪
が

納
期
で
す
。
口
座
振
替
か
、
各
金
融

機
関
や
市
役
所
公
園
緑
地
課
、
各
支

所
・
市
民
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
、
嶺

公
園
事
務
所
で
納
付
で
き
ま
す
。

公
園
緑
地
課

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
６
８
４
５

事
前
登
録
で
証
明
交
付
を
通
知

　

登
録
型
本
人
通
知
制
度
は
、
代
理

人
や
第
三
者
の
請
求
で
住
民
票
や
戸

籍
謄
抄
本
な
ど
が
交
付
さ
れ
た
と
き

に
、
本
人
に
通
知
す
る
制
度
。
本
市

に
住
民
登
録
し
て
い
る
か
本
籍
の
あ

る
人
が
対
象
で
、
事
前
の
登
録
が
必

要
で
す
。
登
録
申
込
は
、
申
込
書
と

官
公
署
発
行
の
顔
写
真
付
き
身
分
証

明
書
（
郵
送
の
場
合
は
写
し
）
を
用

意
し
、
市
役
所
市
民
課
へ
直
接
持
参

す
る
か
郵
送
で
。
詳
し
く
は
問
い
合

わ
せ
る
か
、
本
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

同
課

☎
０
２
７
‐
８
９
８
‐
６
１
１
４

く
ら
し
の
情
報

本紙８月１日号10ページに掲載した嶺公園行きの臨時バスの片道料金について、正しくは560円です。
また、16ページ「８月の各種無料相談」のうち、法律相談は実施しません。お詫びして訂正します。

定例市議会の傍聴は自宅で
インターネットで生中継します

　第３回定例市議会の日程は下表のと
おりです。本会議はインター
ネットで生中継。右記二次元
コードからご覧ください。
議会事務局

☎027-898-5923

中央公民館部屋利用調整会議日程

期日 利用日 会場 部屋名・開始時間

９月11日㈮
金曜 501学習室

スタジオ・ホール
（夜間）は９時
スタジオ・ホール

（午前）は10時
スタジオ・ホール

（午後）は11時
学習室は14時

土曜 502学習室

９月14日㈪
日曜 501学習室

月曜 502学習室

９月15日㈫ 火曜

501学習室９月16日㈬ 水曜

９月17日㈭ 木曜

定例市議会日程
日時 会議名

９月１日㈫ 13時 本会議
９月８日㈫

10時

本会議(総括質問)
９月９日㈬
９月11日㈮ 総務常任委員会（議案審査）

９月14日㈪ 教育福祉常任委員会 
（議案審査）

９月15日㈫ 市民経済常任委員会 
（議案審査）

９月16日㈬ 建設水道常任委員会 
（議案審査）

９月24日㈭ 13時 本会議

広報まえばし　令和２年８月15日号 1213 市役所　〒 371-8601 大手町二丁目 12-1　☎ 027-224-1111　　  027-224-3003FAX


